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時�とき省略記号 期�期間 場�ところ 講�講師 対�対象 定�定員 ¥ �参加費 持�持ち物 申�申し込み 問�問い合わせ内�内容 F �FAX �メール 他�その他

お知らせ
「くらし」「もよおし」「相談」
など、さまざまな情報をお届け

今月の市税などの納期限
2 月 29日㈭

・国民健康保険税　　　　第８期
・介護保険料　　　　　　第８期
・後期高齢者医療保険料　第11期

村
上
市
公
共
下
水
道
事
業
計
画

の
変
更
（
案
）
を
縦
覧
し
ま
す

　

村
上
処
理
区
の
事
業
計
画
変
更

（
案
）
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。
期
間

中
は
変
更
（
案
）
に
対
す
る
意
見
書

を
提
出
で
き
ま
す
。

縦
覧
期
間
お
よ
び
意
見
書
提
出
期
間

２
月
13
日
㈫
～
２
月
27
日
㈫

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

縦
覧
場
所
お
よ
び
意
見
書
提
出
先

　

上
下
水
道
課

問
上
下
水
道
課
工
事
管
理
室

　
（
☎
66
‐
６
１
９
３
）

令
和
６
年
度
就
学
援
助
の
申
し

込
み
は
２
月
29
日
㈭
ま
で

対
経
済
的
に
お
困
り
で
小
・
中
学
生

が
い
る
世
帯

※
令
和
５
年
分
の
世
帯
所
得
が
市
の

定
め
る
基
準
額
以
下
の
世
帯

他
申
請
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、児
童
・

生
徒
に
配
布
す
る
お
知
ら
せ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
２
月
29
日

㈭
以
降
も
随
時
受
け
付
け
ま
す

が
、
援
助
額
が
減
額
さ
れ
る
場
合

や
支
給
対
象
外
と
な
る
援
助
費
目

が
あ
り
ま
す
。

問
学
校
教
育
課
教
育
総
務
室

　
（
☎
72
‐
６
８
８
２
）

第
４
回
村
上
市
上
下
水
道
事
業

審
議
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
の
水
道
事
業
お
よ
び
下
水
道
事

業
の
経
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

審
議
し
ま
す
。
審
議
会
の
傍
聴
を
希

望
さ
れ
る
方
は
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

時
２
月
９
日
㈮
午
後
１
時
30
分
～

場
神
林
支
所
３
階
大
会
議
室

問
上
下
水
道
課
経
営
企
画
室

　
（
☎
66
‐
６
１
９
２
）

春
休
み
期
間
中
に
学
童
保
育
所
を
利
用

し
た
い
方
は
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

期
春
休
み
期
間
中
の
午
前
７
時
30
分

～
午
後
６
時
30
分

　
※
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

対
日
中
、
自
宅
に
保
護
者
な
ど
が
い

な
い
市
内
の
小
学
生

￥
月
額
５
０
０
０
円
（
１
人
）

※
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
の
併

用
者
は
２
０
０
円
×
利
用
日
数

※
そ
の
他
お
や
つ
代
が
か
か
り
ま
す

申
こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室
ま
た
は
各

支
所
地
域
振
興
課
地
域
福
祉
室
で
配

布
し
て
い
る
申
込
書
を
２
月
29
日
㈭

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
こ
ど
も
課
子
育
て
支
援
室

　
（
☎
75
‐
８
９
３
９
）

村
上
市
役
所

本庁� （☎53−2111）
荒川支所� （☎62−3101）
神林支所� （☎66−6111）
朝日支所� （☎72−0111）
山北支所� （☎77−3111）

く
ら
し

〈有料広告〉〈有料広告〉

　特定健診や健康診査を受けた人へ交付している「温泉施設入浴助
成券」の利用期限が迫っていますので、期限までにご利用ください。
また、令和５年11月以降に下記の健診を受診した人は、利用期間内
に助成券を交付できない場合がありますので、
お手数でも、窓口で申請を行ってください。
申 請 窓 口　保健医療課国保室または
　　　　　　各支所地域振興課地域福祉室
必要なもの　保険証、領収書または健診結果

健診の種類 温泉施設入浴助成券の交付方法
施設健診、個別健診、
人間ドック（市で実施）

医療機関から市に健診結果が届いた人
へ、健診受診月の１～３カ月後に郵送
で交付

人間ドック（市以外で実施）窓口で申請した人に交付

■問保健医療課国保室（☎75−8931）

国民健康保険・後期高齢者が利用できる
温泉施設入浴助成券の利用期限は３月31日㈰です

空
き
家
の
管
理
で
困
っ
て
い
ま

せ
ん
か

　

令
和
５
年
12
月
13
日
か
ら
空
家
等

対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
管
理
が
不
十
分
な
た
め

周
囲
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ
の
あ

る
状
態
の
管
理
不
全
空
き
家
な
ど
も

指
導
・
勧
告
の
対
象
と
な
り
、
勧
告

を
受
け
た
場
合
、
固
定
資
産
税
の
軽

減
措
置
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
空
き
家
の
対
処
に
困
っ
て
い
る

方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
自
治
振
興
室

　
（
☎
75
‐
８
９
２
６
）

ふ
れ
セ
ン
倶
楽
部
を
廃
止
し
ま
す

　

村
上
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
友

の
会
「
ふ
れ
セ
ン
倶
楽
部
」
は
、
３

月
31
日
を
も
っ
て
、
廃
止
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
新
規
会
員

（
家
族
会
員
の
追
加
含
む
）
の
受
付

も
終
了
し
て
い
ま
す
。

問
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
52
‐
０
２
０
１
）

小
・
中
学
校
の
就
学
指
定
校
変
更
を

お
考
え
の
場
合
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

　

住
所
に
よ
り
就
学
校
を
指
定
し
て

い
ま
す
が
、
家
庭
の
事
情
な
ど
相
当

の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
就
学
指

定
校
の
変
更
を
認
め
て
い
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
未
来
の
学
校
創
造
室

（
☎
75
‐
８
０
３
３
）

障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
減
免
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

対
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
で
、

一
定
の
障
害
等
級
に
該
当
す
る
方

や
車
い
す
用
等
構
造
変
更
車
両
を

所
有
・
使
用
さ
れ
て
い
る
方

【
新
規
の
方
】

　

申
請
が
必
要
で
す
。
申
請
書
類
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
継
続
の
方
（
本
人
）】

　

３
月
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す

が
、
令
和
５
年
度
に
承
認
さ
れ
た
内

容
か
ら
変
更
が
な
い
場
合
は
、
提
出

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
継
続
の
方（
家
族
運
転・介
護
者
運
転
）】

　

継
続
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
４

月
に
申
請
書
類
を
送
付
し
ま
す
。

問
税
務
課
収
納
対
策
室

　
（
☎
53
‐
３
３
６
１
）

〈有料広告〉〈有料広告〉

　元日に発生した「令和６年能登半島地震」では、石川県を中心に
人的・家屋など甚大な被害が出ました。
　地震はいつ、どこで発生するか分かりません。
今後の災害に備え、今一度、家族で自宅がある場
所の災害リスクや近くの避難所の確認、建物・家
具の点検、併せて非常用持ち出し品を整えておき
ましょう。

◎非常用持ち出し品を準備しましょう！
　�　袋にまとめておいて、すぐに持ち出せるよう
に、玄関や車のトランクなどに置いておきましょ
う。
　【非常用持ち出し品（例）】
　・水、食料
　・服用薬、健康保険証、マスク
　・長靴、軍手、ヘルメット
　・懐中電灯、ラジオ、携帯電話、充電器
　・防寒着、下着、レインコート
　・ティッシュペーパー、タオル、ごみ袋
　・生理用品、乳幼児用ミルク、おむつ

　その他、災害の備えは、令和４年に発行した「村
上市防災ハンドブック2022」で確認してください。

■問総務課危機管理室（☎53−3365）

災害への備えはできていますか？

津波ハザード
マップ

洪水・土砂災害
ハザードマップ

新潟県液状化
しやすさマップ

避難場所・避難所

お
し
ら
せ

　

２
月
11
日
（
日
・
祝
）
は
祝
日

の
た
め
、
休
日
窓
口
は
実
施
し
ま

せ
ん
。
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

問�

市
民
課
市
民
年
金
室

　
（
☎
75
‐
８
９
３
０
）


